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はじめての
外国人雇用セミナー
外国人材を安心して受け入れるため
の制度理解
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講師紹介
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沖縄労働局における「外国人雇用状況」の
届出状況まとめ （令和７年（2025 年）10 
月末時点） ～ 外国人労働者数 20,354 人、

事業所数 3,697 か所、過去最多 ～
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外国人雇用事業所数を事
業所規模別にみると、
「30 人未満」規模の事業
所が最も 多く、事業所全
体の 71.5％を占めている。
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在留期間とは
在留資格を決定する場合には、必ずその在留資格
に対応する在留期間が定められることとなっています。
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１在留１在留資格の原則
外国人が、上陸許可又は在留資格の変更もしくは在留期
間の更新許可を受けて日本に適法に在留するためには、
１個の在留資格とそれに対応する１個の在留期間が決定
されることが必要です。

日本に在留する外国人が在留資格を失うと、入管法上、
退去強制事由に該当し、日本から退去強制される立場と
なります。非正規在留にならないように人事担当者は、
外国人関連法制に係る正確な理解が必要となっておりま
す。
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①就労可能資格（業務限定・無制限）
■業務限定（抜粋）「経営・管理」「技術・人文知識・
国際業務」「介護」「技能」「特定技能」「技能実習」
■無制限「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配
偶者等」「定住者」「特別永住者」

一定範囲に限って就労可能である業務限定就労可能資格
は、どのような範囲を外国人労働者に行わせる事が出来
るか理解し社内共有しておく必要があります。県内では
在留期間更新不許可事例も多くなっています。
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②就労不能資格
「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞
在」一部の「特定活動」

業務限定就労可能資格を有する外国人が、資格外活動許
可を得ずに、当該限定された範囲を超えて就労活動（収
入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動）を
行うこと、就労不能資格を有する外国人が、資格外活動
許可を得ずに、就労活動を行うことは、いずれも、入管
法上違法な就労活動に当たります。
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資格外活動許可：資格外活動許可とは、現に有している
在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
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次の①～④が重要です。
①どの曜日から起算しても、常に1週について28時間以内とい
う制限時間内でなければならないこと
②全ての就労先（掛け持ち先）での合計就労時間が制限時間
内でなければならないこと
③風俗営業が営まれている営業所（風営法上の許可の取得の
有無を問いません。）において行う就労は、全て許可の対象
外であること（当該営業所において従事するものである以上
は、風営法上の接待に当たらない掃除や皿洗いといった業務
での就労も許可の対象外）
④在留資格「留学」にあっては、卒業、退学又は除籍等によ
り教育機関に在籍しなくなった場合は許可の範囲外であるこ
とが重要です。
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目視確認に加え、出入国在留管理庁が提供する公式
アプリケーションでの照会を推奨します。
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業務内容：現業職・専門職
例えば、主に現場での作業や業務に直接従事する。
・身体介護等（介護を受ける人の状況にあわせて
入浴、食事、排せつを助けること等）

・ 建築物内部の清掃
・ 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の
新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

例えば、 高度な知識やスキル、資格などを活かし
て専門的な業務を行う。
・ホームページの構築、プログラミングによるシ
ステム構築等の業務に従事する。
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人数
例）特定技能介護分野



25

契約期間
・「特定技能１号」で在留できる期間が通算で
５年以内であることを求めるものです。
・外国の大学生が、サマージョブ（学業の遂行及
び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等
の期間（３月を超えない期間）を利用して我が
国の企業等の業務に従事する活動）を希望する
場合
・インターンシップの期間１年を超えない期間で，
かつ，通算して当該大学の修業年限の２分の１
を超えない期間であること。
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労働時間
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
１週について２８時間以内（教育機関の長期休業期
間にあっては、１日について８時間以内）
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報酬
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住居

外国人労働者数の増加、特定の地域への集中、家賃
上昇など県内の住居確保は難しくなっております。
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受入れ機関 法令遵守・許認可・決算状況
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参考１
（厚生労働省職業安定局人材サービス総合サイト）
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参考２
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■ 在留資格申請について
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■ 参考図書

詳説 入管法と外国人労務管理・監査の
実務〔第３版〕著 弁護士 山脇康嗣氏

ご清聴ありがとうございました。
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